
※申請者は、民設学童クラブ入会申込者と同じ保護者としてください。

フリガナ

名前

性別 学年

フリガナ

名前

フリガナ

名前

フリガナ

名前

※兄弟姉妹で交付申請される場合は、申請される児童全員をご記入ください。

各月の実際の支払額および延長利用状況をそれぞれご記入ください。(月極のみ対象、利用料は全員分）

人数

利用料
延長利用状況

人数

利用料
延長利用状況

人数

利用料
延長利用状況

9 3 0 0 0 円

支店
出張所
支所

預金種別

口座番号 1 2 3 4 5 6 7

口座名義

この情報は、学童保育事業以外の目的には使用しません。 裏面も必ずご記入ください

２ 年

6月 7月

10月 11月

12月 1月 2月

神戸 西子

3月

14,000円 10,000円 10,000円 10,000円

なし・1時間以内・1時間超 なし・1時間以内・1時間超 なし・1時間以内・1時間超

銀行
信用金庫/信用組合、

労働金庫、農協
三宮

なし・1時間以内・1時間超

2人 2人

○○学童クラブ

2人

なし・1時間以内・1時間超 なし・1時間以内・1時間超

申請者
（保護者）

男 ・ 女

生年月日

人 人 2人 2人

名前

20　15 年　10　月　15　日

4月 5月

住所

利用している学童施設

児童

9月

2人

コウベ　ニシコ

両面記入が必要です。

電話 078-322-5210

申請額

コウベ　スマコ

神戸 須磨子

〒　650-8570　神戸市　　中央　　区
　　　　　　　　　　　　加納町６－５－１

20　　　 　年　　　 月　　 　日

普通預金　※その他種別の場合記入 → ［　　　　　　　　　　　］

8月

なし・1時間以内・1時間超

神戸 灘太郎

２０２５年度　民設学童クラブ利用助成費交付申請書

神　戸　市　長　　宛
令和8年3月31日

　次のとおり、民設学童クラブ利用料助成費交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

20　17 年　 7　月 　7 日

コウベ　スマコ

振込先
記入欄

コウベ ナダタロウ

男 ・ 女 年

円 円 10,000円 10,000円

なし・1時間以内・1時間超

振込金融機関

男 ・ 女 ４ 年

利用
状況

2人 2人 2人

振込
口座

なし・1時間以内・1時間超

なし・1時間以内・1時間超

2人

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

なし・1時間以内・1時間超 なし・1時間以内・1時間超

神戸△△

同一の学童保育所をご兄弟

でご利用の場合は合わせて

申請いただけます。

ご兄弟で違う学童保育所を

ご利用の場合は、お手数です

が、別々に申請ください。

申請額欄には、助成額（全員分）合計を記載ください。
（例）１名あたり
4,500円（延長なし月助成額）×9か月分＝40,500円

6,000円（1時間延長月助成額）×1か月分＝6,000円
計46,500円×2名分＝93,000円

【利用料】欄には、実際の支払額(月

額全員分）を記載ください。

支払額5,000円/月×2名の場合、

10,000円と記載ください。

利用料のみを記載ください。

施設費、おやつ代は含みません。



　　 ↓ 該当するいずれかに丸をつけてください

区分

続柄 性別
同居
別居

税法上
扶養者

〒650-0032　神戸市中央区伊藤町111番地　神戸商工中金ビル4階

神戸市行政事務センター 学童保育担当　（TEL 078-381-5533）

男 ・ 女 同 ・ 別 父 ・ 母20　　　　年　　　　月　　　　日

20　　　　年　　　　月　　　　日 男 ・ 女 同 ・ 別 父 ・ 母

男 ・ 女 同 ・ 別 父 ・ 母

男 ・ 女 同 ・ 別 父 ・ 母20　　　　年　　　　月　　　　日

20　　　　年　　　　月　　　　日 男 ・ 女 同 ・ 別 父 ・ 母

2024年12月31日時点で、18歳以下（2006年1月1日～2024年12月31日生）の世帯員

平成22年度税制改正前の扶養控除を適用した場合の非課税扱いについて

扶養親族申告書

ご提出・お問い合わせ先

フリガナ

名前
生年月日

20　　　　年　　　　月　　　　日

申請理由

　生活保護受給世帯

　２０２５年度（令和７年度）分の市民税非課税世帯のうち母子・父子家庭

　２０２４年（令和６年）分の所得税非課税世帯

　平成22年度（2010年度）の税制改正において、年少扶養控除及び１６～１８歳以下（2024年12月31日時点）の特定扶養控除の上乗せ
部分が廃止されていますが、神戸市放課後児童クラブの減免制度では、これらの扶養控除の廃止がなかったものとして扱います。したがっ
て、令和6年分所得税が課税されていても、再計算により、非課税扱いとして減免対象になる場合があります。該当する場合は、本紙表面の
減免申請書に必要事項を記入してください。あわせて、下記扶養親族申告書に１８歳以下（２０２4年１２月３１日時点）の扶養親族を必ず記入
のうえ、所得のわかる書類（源泉徴収票または所得税確定申告書の写し）を添えて申請してください。
　なお、扶養親族申告書の記入がない場合、再計算ができなくなり、非課税扱いとして減免決定できなくなります。あらかじめご了承くださ
い。

　里親委託の受託世帯該当する区分に〇を記入ください。


